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司法院釈字第 599 号（2005 年 6 月 10 日）＊ 

争      点 
戸籍法八条二項・三項、及び指紋押捺してから始めて新しいバージ

ョンの国民身分証を申請しまたは更新するとの規定を、本件解釈が

示される前に司法院大法官会議は、暫時的にその適用を停止させる

仮の状態を定める仮処分・仮命令を発布することが、憲法が保障す

る裁判を受ける権利の射程範囲内にあるか。 
（戶籍法第八條第二項、第三項及以按捺指紋始得請領或換發新版國

民身分證之相關規定，於本案解釋公布之前，司法院大法官會議發布

使其暫停適用，以定暫時狀態之暫時處分一事，是否屬於憲法所保障

接受裁判之權利的範圍？） 

キーワード 

裁判を受ける権利（接受裁判的權利）、仮の救済（暫時救濟）、指紋

押捺（按捺指紋）、仮命令・仮処分（暫時處分） 

 
解釈文：司法院大法官は、憲

法により独立にして憲法解釈と憲

法裁判の権限を行使する。その解

釈または裁判の結果の実効性を保

全する制度は、司法権の中核的な

機能の一つであり、憲法解釈・裁

判や民事、刑事、及び行政訴訟の

裁判により相違を有するものでは

 ない。係争の憲法疑義または争議

が持続的な状態にあり、係争の法

令の適用または事件に係属した結

果として執行されると、国民の基

本的人権、憲法の基本的原理、ま

たはその他の重大な公共利益に、

回復しえない、または回復しがた

い重大な損害を与え、当該損害を
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予防するための、事実上の急迫性

を有し、且つまたその他の回避に

資する手段が欠如した場合、仮処

分・仮命令を発布する利益とその

不利益を比較衡量した上で、その

もたらした利益が明らかに不利益

を上回った場合、憲法解釈申請者

の請求により、本件解釈が示され

る前に仮処分・仮命令を発布する

ことによって、仮の状態を定める

ことができる。これにより、憲法

解釈申請者が戸籍法八条二項・三

項の規定により行われた仮処分・

仮命令の請求は、許容すべきであ

る。戸籍法八条二項・三項、及び

指紋押捺してから始めて新しいバ

ージョンの国民身分証を申請しま

たは更新するとの規定は、本件解

釈が言い渡される前に、その適用

が暫時的に停止することになる。

また、本件仮処分・仮命令は、本

件解釈が言い渡された時点、また

は遅くとも、本件仮処分・仮命令

が言い渡された日より 6 か月以

内、その効力を失することとな

る。 
 

    一方、中華民国九四(1995)年七

月一日より、国民身分証を申請す

 べき、または申請することができ

る、並びに正当の理由により国民

身分証の再交付または更新を申請

する国民に対し、関連する機関

は、なお改版されていない国民身

分証を作って交付し、または速や

かにその他の便宜措置をとるべき

であり、よって上記の国民に戸籍

法八条二項・三項が効力の停止す

る期間中、なお国民の身分を証明

する書類を取得させることができ

ることになる。併せてここで言明

する。 
 
    憲法解釈申請者の、戸籍法八

条について仮処分・仮命令を命じ

るよう請求したことのうち、同条

一項に関する部分は棄却されるべ

きである。 
 
    解釈理由書：司法院大法官

は、憲法により独立にして憲法解

釈と憲法裁判の権限を行使する。

その解釈または裁判の結果の実効

性を保全する制度は、司法権の中

核的な機能の一つであり、憲法解

釈・裁判や民事、刑事、及び行政

訴訟の裁判により相違を有するも

のではない。係争の憲法疑義また
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は争議が持続的な状態にあり、係

争の法令の適用または事件に係属

した結果として執行されると、国

民の基本的人権、憲法の基本的原

理、またはその他の重大な公共利

益に、回復しえない、または回復

しがたい重大な損害を与え、当該

損害を予防するための、事実上の

急迫性を有し、且つまたその他の

回避に資する手段が欠如した場

合、仮処分・仮命令を発布する利

益とその不利益を比較衡量した上

で、そのもたらした利益が明らか

に不利益を上回った場合、憲法解

釈申請者の請求により、本案解釈

が示される前に、仮処分・仮命令

を発布することによって、仮の状

態を定めることができる。本院解

釈 585 号の解釈は、参考に資す

る。本件は、三分の一以上の立法

委員は、戸籍法八条が憲法に抵触

する疑義があり、司法院大法官審

理案件法五条一項三号の規定によ

り、本院に憲法解釈を申請したも

のである。申請者はさらに予め係

争の戸籍法八条を暫時的に適用の

停止をするよう、言い渡すことを

本院に請求した。 

 指紋は個人の身体上の重要な

アイデンティティであり、指紋の

照合もまた人間の相違を認識する

方法である。八六(1997)年五月二

一日に改正、公布された戸籍法八

条は、「国民が満 14 歳の者は、国

民身分証を申請すべきであり、14
歳未満の者は、これを交付するこ

と申請することができる。（第一

項）。前項により国民身分証を申

請する際に、指紋の押捺を必要と

し、さらにそれを記録し保存され

るものとする（第二項）。国民身

分証を申請する際に、前項の規定

により指紋の押捺をしない者に

は、交付はしないものとする（第

三項）。前記の規定は、国家が期

間ごとに国民身分証を全面的に取

り替える依拠になるか、国民身分

証明が全面的に取り替えられる際

に、二項・三項の適用に当るか、

国民身分証の交付は、指紋の押捺

を条件とすることができるか、さ

らに指紋を強制的に保存すること

は、憲法が保障する国民の基本的

人権を侵害するかの問題は、とも

に憲法解釈上の重大な争議になる

ものである。 
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現在内政部（内務省）は、九

四(2005)年三月四日に発布した台

內 戶 字第 940072472 号解釈によ

り、九四(2005)年国民身分証の全

面的取替える作業手続の執行計画

を立てた上で、九四(2005)年七月

一日から国民身分証を取り替えよ

うと作業するので、九四(2005)年
七月一日から一般の国民が指紋を

押捺させられた後、初めて新しい

バージョンの国民身分証が交付さ

れることとなったため、これによ

って可能的に発生する損害が全面

的であって急迫であるとともに、

その他の回避に資する手段にも欠

けている。新しいバージョンの国

民身分所の取替えを必要とする期

間が長いからと言って、指紋を押

捺しようとしない者が、憲法解釈

の結果が出た後、始めて[国民身

分証を]申請しうることを理由と

して、九四 (2005)年七月一日以

降、全国国民は、随時に法により

新しいバージョンを申請し、また

は取り替える権利と実際の必要を

有することは否定することができ

ない。従って、直ちに指紋の押捺

がもたらす損害は、急迫性がない

とは断じることができない。 

 現在、立法機関は未だ、憲法

解釈の手続に保全制度を明文に規

定していないが、本院の大法官

は、憲法解釈権を行使する際に、

大法官会議解釈 585 号の本旨に基

づき、仮処分・仮処分を命じるこ

とができるかについて、斟酌すべ

きである。本件では仮に戸籍法八

条二項・三項が、仮にその後本院

から違憲と解釈されるとすると、

前記の主務機関が国民の指紋を記

録し保存する既成の事実は、もし

国民の基本的人権に重大な損害を

もたらすことになれば、その損害

は、回復しえないまたは回復し難

いものであると言わざるをえない

ことになる。況してや国家により

指紋のファイルを保存されること

は、本は一定の人的、物的な行政

のコストにかかるものである。仮

に保存された指紋のファイルが依

拠した法律の違憲を理由に、事後

にこれ（指紋のファイル）を処分

しようとすると、そのような行政

的資源の消耗も、公益に重大な影

響をもたらすと言える。 
 

    これに対して、本件解釈が出

る前に戸籍法八条二項・三項を暫
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時的に適用の停止をすることは、

まさに戸籍行政の延伸であり、た

とい本院は、本案の実体に関する

争議について、その後係争の条文

に合憲の解釈を下しても、戸籍の

管理に重大な妨害または支障をも

たらすものではなく、現にすでに

国民身分証を所持している国民に

とっても、その日常の生活に支障

をもたらすものではない。且つま

た、関係する行政機関はたとい若

干の便宜措置を取る必要を有し、

以て行政のコストが増えるとして

も、ただ国民の侵害される基本的

人権と比すると、なお比較的に小

さい損害である。また、仮処分・

仮命令の（有効）期間中、本解釈

の趣旨により、国民がただ改版さ

れていない身分証明書を申請しま

たは取り替えることがきでるにす

ぎないので、そのため、係争の法

令が仮に本院大法官より合憲と解

釈された時、主務機関は法により

新しいバージョンの国民身分証の

申請と取替えの作業を取り扱うべ

きであり、改版されていない国民

身分証がすでに交付された者の指

紋を取得しえない問題が生じない

ものである。そこで、憲法解釈申

 請者が、戸籍法八条二項・三項の

規定に対し、仮処分・仮命令を発

布するよう、行った請求は、許容

されるべきである。戸籍法八条二

項・三項、及び指紋の押捺後、始

めて新しいバージョンの国民身分

証を申請し、または取り替えるな

どの規定は、本件解釈が言い渡さ

れる前に、暫時的にその適用を停

止すべきである。本件仮処分・仮

命令は、本件解釈が言い渡された

時点、または遅くとも、本件仮処

分・仮命令が言い渡された日より

6 か月以内、その効力を失すると

なる。 
 
    一方、中華民国九四(2005)年
七月一日より、国民身分証を申請

すべきであり、または申請するこ

とができる、並びに正当の理由に

より国民身分証の再交付または更

新を申請する国民に対し、関連す

る機関は、なお改版されていない

国民身分証を作って交付し、また

は速やかにその他の便宜措置をと

るべきであり、よって上記の国民

に戸籍法八条二項・三項が効力の

停止する期間中、なお国民の身分

を証明する書類を取得させること
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ができることになる。併せてここ

で言明する。 
 
    国民身分証は、国民の身分を

認識するための重要なものであ

る。所持しておらず、または何ら

かの事由で国民身分証が紛失した

国民は、法によってこれを取得す

ることができないとすれば、その

社会的生活に即時にして重大な不

便をもたらすことになる。且つま

た、戸籍法八条一項は、国民身分

証を取得する国民の義務と権利に

年齢上の一般的規定を為すことに

すぎないので、そのため、憲法解

釈申請者の、戸籍法八条について

仮処分・仮命令を命じるよう請求

したことのうち、同条一項に関す

る部分は棄却されるべきである。

  

 
 
 
 
 
 


